
号

外

一�
令

和

八

年

六

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

二

○
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
の
指
定

(
河

川

課)

二

○
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る
基
準
降
雨

(

同

)

三

規

則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中｢

参
考
人
等｣

を｢

参
考
人
、
被
害
者
参
加
人
等｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

( ) 令和８年６月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
六
月
一
日



岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中｢

参
考
人
等｣

を｢

参
考
人
、
被
害
者
参
加
人
等｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

特
定
都
市
河
川

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年６月１日 ( )２

道
路
の
種
類

路
線
名

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

字
ド
メ
キ
平
二
二
〇
三
番
三

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
上
野
田
二
二
五
二
番
二
地

先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

新
荒
田
川

境
川 名

称

県
道

牧

田

関
ケ
原
線

左
岸

各
務
原
市
那
加
岩
地
町
一
丁
目
二
番
一

地
先

右
岸

各
務
原
市
那
加
岩
地
町
一
丁
目
一
番
地

先

左
岸

各
務
原
市
那
加
東
野
町
二
丁
目
五
八
番

地
先

右
岸

各
務
原
市
那
加
東
野
町
二
丁
目
二
一
番

地
先

上

流

端

区

間

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

字
上
野
田
二
二
五
五
番
二
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同

二
二
五
五
番
一
地

先
ま
で

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

字
上
野
田
二
二
五
三
番
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同

二
二
五
五
番
一
地

先
ま
で

後 前��･�〜��･� ��･�〜��･�境
川
へ
の
合
流
点

長
良
川
へ
の
合
流
点

下

流

端

��･� ��･�



二

特
定
都
市
河
川
流
域

次
の
図
面
の
赤
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

(
｢

次
の
図
面｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
及
び
岐
阜
県
岐

阜
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令(
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号)

第
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号
で
指
定
し
た
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る

基
準
降
雨
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
八
年
六
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

( ) 令和８年６月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

岩
地
川

岩
戸
川

左
岸

岐
阜
市
日
野
南
六
丁
目
四
番
一
〇
地
先

右
岸

岐
阜
市
日
野
南
六
丁
目
一
三
八
番
地
先

左
岸

岐
阜
市
塩
町
二
丁
目
一
番
二
地
先

右
岸

岐
阜
市
塩
町
一
丁
目
二
〇
番
二
地
先

境
川
へ
の
合
流
点

新
荒
田
川
へ
の
合
流
点



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年６月１日 ( )４

令
和
八
年
六
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


